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10
月
22
日
貊

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー

行
政
相
談
委
員
　
小
林
　
晃

11
月
10
日
貉

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー

法
務
局
職
員
・

地
元
人
権
擁
護
委
員

周
防
大
島
町
役
場

福
祉
課
民
生
福
祉
班

蕁
７
７
‐
５
５
０
５

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
や
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
と
い
っ
た
、
女
性
を
め
ぐ

る
い
ろ
い
ろ
な
人
権
問
題
の
解
決

に
向
け
た
助
言
と
相
談
を
行
い
ま

す
。

11
月
21
日
豸

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

蕁
０
８
３
（
９
２
０
）
１
３
１
１

山
口
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

蕁
０
８
３
（
９
２
０
）
１
３
１
１

譖
日
本
損
害
保
険
協
会
で
は
交

通
事
故
の
解
決
に
お
困
り
の
方
の

た
め
に
全
国
に
「
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
並
び

に
任
意
自
動
車
保
険
の
請
求
に
つ

い
て
、
無
料
で
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
５
時

蕁
０
８
３
（
９
２
５
）
０
９
９
９

毎
月
第
一
火
曜
日

午
後
１
時
〜
４
時

（
予
約
制
・
相
談
無
料
・
要
面
談
）

譖
日
本
損
害
保
険
協
会

中
国
支
部
山
口
県
自
動
車
保
険

請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

蕁
０
８
３
（
９
２
５
）
０
９
９
９

11
月
10
日
貉

○
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

旧
大
島
町
・
旧
久
賀
町
の
源
泉
　

徴
収
義
務
者

○
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

旧
東
和
町
・
旧
橘
町
の
源
泉
徴

収
義
務
者

※
午
前
・
午
後
の
部
と
も
に
説
明

内
容
は
同
じ
で
す
。

久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

個
人
等
事
業
所
並
び

に
個
人
白
色
申
告
者

柳
井
税
務
署

蕁
０
８
２
０
（
２
２
）
０
２
７
７

山
口
県
内
で
働
く
す
べ
て
の
労

働
者
に
適
用
さ
れ
る
山
口
県
最
低

賃
金
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

１
時
間
　
６
３
８
円

平
成
16
年
10
月
１
日

※
平
成
14
年
度
か
ら
時
間
表
示
の

み
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
金
額
に
満
た
な
い
額
で
働

か
せ
た
り
、
働
い
た
り
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

火災の大半は、人の不注意によって発生しています。

次にあげたことが火災の原因になるすべてではありません
が、一人ひとりが「火の用心」を心がけて火事を出さないよ
うにしましょう。

（１）家のまわりに燃えやすいものを置かない。
（２）寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない。
（３）ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
（４）たき火をしない。
（５）子どもには、マッチやライターで遊ばせない。
（６）電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
（７）ストーブには、燃えやすいものを近づけない。

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

※１１月９日（火）午前７時にサイレンが鳴ります。火災とお間違えのないようにお願いします。


